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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低密度波長多重方式に対応した第１波長グリッド上に配置される複数の光信号を発生す
る複数の第１光送信器および該各第１光送信器から出力される光信号を合波して低密度波
長多重光を伝送路に送出する第１合波器を有する光送信端局と、該光送信端局から伝送路
を介して伝えられる低密度波長多重光を分波する第１分波器および該第１分波器から出力
される各波長の光信号を受信する複数の第１光受信器を有する光受信端局と、を備えた低
密度波長多重光伝送システムにおいて、
　前記第１波長グリッド上の複数の波長を増設波長に設定し、
　前記光送信端局は、２波以上の増設波長に対応する前記第１光送信器に代えて、高密度
波長多重方式に対応した第２波長グリッド上において前記第１合波器の前記増設波長を含
む通過帯域内に配置される複数の光信号を発生する複数の第２光送信器と、該各第２光送
信器から出力される光信号を合波した高密度波長多重光を生成することが可能な第２合波
器と、を有する増設光送信ユニットを設けると共に、該増設光送信ユニットから出力され
る高密度波長多重光を前記２波以上の増設波長にそれぞれ対応した成分に分波して前記第
１合波器に出力する第３分波器と、前記増設光送信ユニットから前記第３分波器および前
記第１合波器を介して伝送路に送出される高密度波長多重光のトータルパワーが前記増設
波長以外に対応した前記第１光送信器から出力される光信号の１波長あたりのパワーに略
等しくなるように、前記増設光送信ユニットから出力される高密度波長多重光を減衰させ
る光減衰器を備え、
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　前記光受信端局は、２波以上の増設波長に対応する前記第１光受信器に代えて、前記第
１分波器から出力される２波以上の増設波長にそれぞれ対応した高密度波長多重光を合波
する第３合波器と、該第３合波器から出力される高密度波長多重光を分波する第２分波器
と、該第２分波器から出力される各波長の光信号を受信する複数の第２光受信器と、を有
する増設光受信ユニットを設けると共に、前記光減衰器の減衰量に応じた利得で前記第３
合波器から出力される高密度波長多重光を増幅する光増幅器を備えたことを特徴とする低
密度波長多重光伝送システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記第１波長グリッドは、２０ｎｍの波長間隔を有することを特徴とする低密度波長多
重光伝送システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記第１波長グリッド上に配置される複数の光信号の波長が１５３０ｎｍおよび１５５
０ｎｍを含むとき、
　前記増設波長として１５３０ｎｍおよび１５５０ｎｍを設定し、当該増設波長に対応す
る前記増設光送信ユニットおよび前記増設光受信ユニットとしてＣ－バンド用のユニット
をそれぞれ使用することを特徴とする低密度波長多重光伝送システム。
【請求項４】
　請求項２に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記第１波長グリッド上に配置される複数の光信号の波長が１５７０ｎｍ、１５９０ｎ
ｍおよび１６１０ｎｍを含むとき、
　前記増設波長として１５７０ｎｍ、１５９０ｎｍおよび１６１０ｎｍのうちの少なくと
も２波長を設定し、当該増設波長に対応する前記増設光送信ユニットおよび前記増設光受
信ユニットとしてＬ－バンド用のユニットをそれぞれ使用することを特徴とする低密度波
長多重光伝送システム。
【請求項５】
　請求項２に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記第１波長グリッド上に配置される複数の光信号の波長が１５３０ｎｍ、１５５０ｎ
ｍ、１５７０ｎｍ、１５９０ｎｍおよび１６１０ｎｍを含むとき、
　前記増設波長として１５３０ｎｍおよび１５５０ｎｍを設定し、当該増設波長に対応す
る前記増設光送信ユニットおよび前記増設光受信ユニットとしてＣ－バンド用のユニット
をそれぞれ使用すると共に、
　前記増設波長として１５７０ｎｍ、１５９０ｎｍおよび１６１０ｎｍのうちの少なくと
も２波長を設定し、当該増設波長に対応する前記増設光送信ユニットおよび前記増設光受
信ユニットとしてＬ－バンドに対応したユニットをそれぞれ使用することを特徴とする低
密度波長多重光伝送システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記伝送路に分散シフトファイバが用いられるとき、
　前記第１波長グリッド上に配置される複数の光信号の波長のうちのＬ－バンド内にある
波長を増設波長に設定することを特徴とする低密度波長多重光伝送システム。
【請求項７】
　請求項１に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記第２波長グリッドは、０．８ｎｍの波長間隔を有することを特徴とする低密度波長
多重光伝送システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記第２波長グリッドは、０．４ｎｍの波長間隔を有することを特徴とする低密度波長
多重光伝送システム。
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【請求項９】
　低密度波長多重方式に対応した第１波長グリッド上に配置される複数の光信号を複数の
第１光送信器で発生し、該各第１光送信器から出力される光信号を第１合波器で合波した
低密度波長多重光を伝送路に送出し、該伝送路を伝送された低密度波長多重光を第１分波
器で分波し、該分波された各波長の光信号を複数の第１光受信器で受信する低密度波長多
重光伝送方法において、
　前記第１波長グリッド上の複数の波長を増設波長に設定し、
　送信側では、２波以上の増設波長に対応する前記第１光送信器から前記第１合波器に出
力される光信号に代えて、高密度波長多重方式に対応した第２波長グリッド上において前
記第１合波器の前記増設波長を含む通過帯域内に配置される複数の光信号を複数の第２光
送信器で発生し、該各第２光送信器から出力される光信号を第２合波器で合波した高密度
波長多重光を、第３分波器で前記２波以上の増設波長にそれぞれ対応した成分に分波して
前記第１合波器に出力すると共に、前記第３分波器および前記第１合波器を介して伝送路
に送出される高密度波長多重光のトータルパワーが前記増設波長以外に対応した前記第１
光送信器から出力される光信号の１波長あたりのパワーに略等しくなるように、前記高密
度波長多重光を光減衰器で減衰させ、
　受信側では、２波以上の増設波長に対応する前記第１光受信器で光信号を受信するのに
代えて、前記第１分波器から出力される２波以上の増設波長にそれぞれ対応した高密度波
長多重光を第３合波器で合波し、該第３合波器から出力される高密度波長多重光を第２分
波器で分波し、該分波された各波長の光信号を複数の第２光受信器で受信すると共に、前
記第３合波器から出力される前記高密度波長多重光を光増幅器により前記光減衰器の減衰
量に応じた利得で増幅することを特徴とする低密度波長多重光伝送方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の低密度波長多重光伝送方法であって、
　前記第１波長グリッド上に配置し得る最大の信号数を越えた光信号の増設を可能とする
光通信サービスを行うことを特徴とする低密度波長多重光伝送方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記第１波長グリッド上に配置される複数の光信号の波長のうちの１５３０ｎｍおよび
１５５０ｎｍの少なくとも１波長を増設波長に設定し、
　前記複数の第２光送信器は、高密度波長多重方式に対応した第２波長グリッド上におい
て前記第１合波器の前記増設波長を含む通過帯域内に不等間隔に配置される３波または４
波の光信号を発生することを特徴とする低密度波長多重光伝送システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記光送信端局は、１５３０ｎｍおよび１５５０ｎｍの各増設波長に対して前記第２波
長グリッド上にそれぞれ４波の光信号を配置するとき、当該４波の光信号の周波数間隔の
組み合わせを２００ＧＨｚ、３００ＧＨｚおよび４００ＧＨｚとしたことを特徴とする低
密度波長多重光伝送システム。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記光送信端局は、１５３０ｎｍおよび１５５０ｎｍの各増設波長に対して前記第２波
長グリッド上にそれぞれ４波の光信号を配置するとき、１５３０ｎｍの増設波長に対応し
た４波の光信号の周波数間隔の組み合わせを２００ＧＨｚ、３００ＧＨｚおよび４００Ｇ
Ｈｚとし、１５５０ｎｍの増設波長に対応した４波の光信号の周波数間隔の組み合わせを
３００ＧＨｚ、４００ＧＨｚおよび５００ＧＨｚとしたことを特徴とする低密度波長多重
光伝送システム。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の低密度波長多重光伝送システムであって、
　前記複数の第２光送信器は、半導体外部変調器付ＤＦＢレーザを含むことを特徴とする
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低密度波長多重光伝送システム。
【請求項１５】
　請求項９に記載の低密度波長多重光伝送方法であって、
　前記第１波長グリッド上に配置される複数の光信号の波長のうちの１５３０ｎｍおよび
１５５０ｎｍの少なくとも１波長を増設波長に設定し、
　送信側では、前記増設波長に対応する前記第１光送信器から前記第１合波器に出力され
る光信号に代えて、高密度波長多重方式に対応した第２波長グリッド上において前記第１
合波器の前記増設波長を含む通過帯域内に不等間隔に配置される３波または４波の光信号
を複数の第２光送信器で発生することを特徴とする低密度波長多重光伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、波長の異なる複数の光信号を含んだ波長多重光を光ファイバを用いて伝送す
る光伝送システムおよび光伝送方法に関し、特に、低密度波長多重方式において光信号を
増設するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　波長間隔が０．８ｎｍ、さらにはその半分の０．４ｎｍの複数の光信号を扱う高密度波
長多重（Dense wavelength division multiplexing；以下、ＤＷＤＭとする）システムは
、伝送容量を飛躍的に増大できる通信システムとして開発および実用化が進められてきて
いる。このＤＷＤＭシステムは、通常、３２波から１２８波までの信号数で運用できる反
面、精度よく波長管理を行うために高価な光源や波長管理装置などが必要となる。このた
め、ＤＷＤＭシステムのコストは、たとえ少数の信号数で運用する場合であっても高額で
あった。
【０００３】
　そこで、高い精度の波長管理が不要になる程度に光信号の波長間隔を広げて、信号数が
少数のＷＤＭシステムを低価格で実現するシステムが切望されるようになり、最近、２０
ｎｍの波長間隔で８波の光信号（８チャンネル）まで扱うことができる低密度波長多重（
Coarse Wavelength Division Multiplexing；以下ＣＷＤＭとする）システムが開発およ
び商用化されてきている。このＣＷＤＭシステムは、伝送容量が比較的小さなアクセス（
例えばメトロ・エリアなど）での適用から構内網のＬＡＮに至るまで幅広く需要がある。
また、公的機関や電力会社、通信キャリヤメーカなどの光ファイバ所有者が、ダークファ
イバ（敷設されていながら稼動していない光ファイバ）を用いて回線貸しビジネスを始め
ており、この場合も伝送容量が比較的小さなときには安価なサービスを提供する必要があ
るので、上記のようなＣＷＤＭシステムが適している。
【０００４】
　一方、ＣＷＤＭシステムでは、光ファイバを用いた高速デジタル通信方式の国際規格で
あるＳＤＨ（Synchronous Digital Hierarchy）に準拠した光信号のみならず、イーサネ
ット系データ通信に用いられる光信号も収容可能なことが望まれている。このような要望
に応えるためには、既存のＣＷＤＭシステムについて、８チャンネル以上に信号数を増設
可能にするための技術が必要となる。
【０００５】
　従来、ＣＷＤＭシステムの信号数を一般的な規格値を越えて増設する手法については、
装置メーカにおいてもサポートしておらず、８チャンネル（フルバンドで１６チャンネル
）までしか扱うことができなかった。最近になって、ＣＷＤＭシステムにＤＷＤＭシステ
ムを融合させることで信号数を増設するための検討がなされるようになった（例えば、非
特許文献１、２参照）。
【非特許文献１】ADVA Optical Networking, “ADVA Launches Major CWDM Feature Rele
ase for FSP 2000”, [online], 2003年10月28日, インターネット＜URL：http://www.ad
vaoptical.com/adva＿press.asp?id=66&action=view&msgid=331＞
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【非特許文献２】H. Hinderthur and L. Friedric, “WDM hybrid transmission based o
n CWDM plus DWDM”, Lightwave Europe, volume 2, Issue 7, [online], 2003年7月, Li
ghtwave Europe, インターネット＜URL：http://lw.pennnet.com/Articles/Article＿Dis
play.cfm?Section=ARCHI&ARTICLE＿ID=183295&VERSION＿NUM=1&p=63＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記のような従来の技術においては、ＤＷＤＭシステムに対応した光信
号のＣＷＤＭシステムへの接続の方法だけが検討されており、接続されたＤＷＤＭ対応の
光信号に対するファイバ伝送時の方式的な検討はなされていない。このため、実効的なフ
ァイバ伝送を行うことは困難な状況であった。すなわち、ＤＷＤＭシステムで運用される
複数の波長の光信号を、パワーまたは波長間隔等の設定をそのままにしてＣＷＤＭシステ
ムに直接接続し、ＣＷＤＭシステムの信号数の増設を行った場合、ファイバ非線形効果に
よる波形劣化や、ＣＷＤＭシステム用の光合分波器の特性に起因したクロストーク等によ
る雑音増加などが、増設したＤＷＤＭ側の光信号に発生して伝送品質の低下を招いてしま
うという問題が考えられる。
【０００７】
　本発明は上記の点に着目してなされたもので、ＣＷＤＭ方式における光信号の増設をＤ
ＷＤＭシステムに使用される光伝送装置を利用して低コストで実現すると同時に、伝送品
質の低下を回避することのできるＣＷＤＭ光伝送システムおよびＣＷＤＭ光伝送方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明のＣＷＤＭ光伝送システムは、ＣＷＤＭ方式に対応
した第１波長グリッド上に配置される複数の光信号を発生する複数の第１光送信器および
該各第１光送信器から出力される光信号を合波してＣＷＤＭ光を伝送路に送出する第１合
波器を有する光送信端局と、該光送信端局から伝送路を介して伝えられるＣＷＤＭ光を分
波する第１分波器および該第１分波器から出力される各波長の光信号を受信する複数の第
１光受信器を有する光受信端局と、を備えたシステムに関するものである。このＣＷＤＭ
光伝送システムの１つの態様は、前記第１波長グリッド上の複数の波長を増設波長に設定
する。そして、前記光送信端局は、２波以上の増設波長に対応する前記第１光送信器に代
えて、ＤＷＤＭ方式に対応した第２波長グリッド上において前記第１合波器の前記増設波
長を含む通過帯域内に配置される複数の光信号を発生する複数の第２光送信器と、該各第
２光送信器から出力される光信号を合波したＤＷＤＭ光を生成することが可能な第２合波
器と、を有する増設光送信ユニットを設けると共に、該増設光送信ユニットから出力され
るＤＷＤＭ光を前記２波以上の増設波長にそれぞれ対応した成分に分波して前記第１合波
器に出力する第３分波器と、前記増設光送信ユニットから前記第３分波器および前記第１
合波器を介して伝送路に送出されるＤＷＤＭ光のトータルパワーが前記増設波長以外に対
応した前記第１光送信器から出力される光信号の１波長あたりのパワーに略等しくなるよ
うに、前記増設光送信ユニットから出力されるＤＷＤＭ光を減衰させる光減衰器を備える
。また、前記光受信端局は、２波以上の増設波長に対応する前記第１光受信器に代えて、
前記第１分波器から出力される２波以上の増設波長にそれぞれ対応したＤＷＤＭ光を合波
する第３合波器と、該第３合波器から出力されるＤＷＤＭ光を分波する第２分波器と、該
第２分波器から出力される各波長の光信号を受信する複数の第２光受信器と、を有する増
設光受信ユニットを設けると共に、前記光減衰器の減衰量に応じた利得で前記第３合波器
から出力されるＤＷＤＭ光を増幅する光増幅器を備える。
【０００９】
　上記のような態様のＣＷＤＭ光伝送システムによれば、ＣＷＤＭ方式に対応した複数の
光信号のうちの２波以上の光信号に代えて、増設光送信ユニットから出力されるＤＷＤＭ
光が第３分波器を介して第１合波器に与えられ、そのＤＷＤＭ光と増設波長以外のＣＷＤ
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Ｍ光とが合波されて伝送路に送出される。このとき伝送路に送出されるＤＷＤＭ光のトー
タルパワーが光減衰器によってＣＷＤＭ光の１波長あたりのパワーと略等しくなるように
減衰されているため、伝送路で非線形効果が発生することなくＣＷＤＭ光および増設され
たＤＷＤＭ光が光受信端局まで伝送される。光受信端局では、伝送路から出力される光が
第１分波器により分波され、ＣＷＤＭに対応した各波長の光信号は第１光受信器でそれぞ
れ受信され、２波以上の増設波長にそれぞれ対応したＤＷＤＭ光は第３合波器を介して光
増幅器に送られて光送信端局側の光減衰器での減衰量に応じて利得で増幅される。そして
、光増幅器から出力されるＤＷＤＭ光は、増設光受信ユニットの第２分波器で分波され、
各波長の光信号が第２光受信器でそれぞれ受信される。
【発明の効果】
【００１２】
　上記のような本発明のＣＷＤＭ光伝送システムによれば、ＣＷＤＭ方式における光信号
の増設を、伝送路における非線形効果による伝送品質の低下を回避しつつ、ＤＷＤＭシス
テムに使用される光伝送装置を利用して低コストで実現することができる。これにより、
ＣＷＤＭ方式における最大信号数を超えて光信号を増設することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態によるＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【図２】一般的なＣＷＤＭ／ＤＷＤＭの信号波長配置の一例を示す図である。
【図３】ＣＷＤＭ用の合分波器の通過特性と増設可能なＤＷＤＭ光の信号数の一例を示す
図である。
【図４】上記第１実施形態における送信時の各光信号のパワーの一例を示した図である。
【図５】本発明の第２実施形態によるＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【図６】上記第２実施形態における送信時の各光信号のパワーの一例を示した図である。
【図７】本発明の第３実施形態によるＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【図８】上記第３実施形態における送信時の各光信号のパワーの一例を示した図である。
【図９】本発明の第４実施形態によるＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【図１０】上記第４実施形態における送信時の各光信号のパワーの一例を示した図である
。
【図１１】上記第４実施形態に関連したＣＷＤＭ光伝送システムの他の構成を示す図であ
る。
【図１２】図１１のＣＷＤＭ光伝送システムにおける送信時の各光信号のパワーの一例を
示した図である。
【図１３】本発明の第５実施形態によるＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【図１４】上記第５実施形態における送信時の各光信号のパワーの一例を示した図である
。
【図１５】本発明の第６実施形態についてＣ－バンドに配置可能なＤＷＤＭ対応の光信号
を説明するための図である。
【図１６】３波の光信号をＷＤＭ伝送する場合にＦＷＭによるアイドラ光の発生周波数ポ
イントを示す図である。
【図１７】４波の光信号をＷＤＭ伝送する場合にＦＷＭによるアイドラ光の発生周波数ポ
イントを示す図である。
【図１８】図１７について１５３０ｎｍ帯および１５５０ｎｍ帯に不等間隔配置される光
信号とＦＷＭによるアイドラ光との相対的な関係を整理した図である。
【図１９】１５３０ｎｍ帯および１５５０ｎｍ帯の光信号の配置間隔を２００ＧＨｚ、３
００ＧＨｚおよび４００ＧＨｚとした場合の具体的な信号配置例を示す図である。
【図２０】１５３０ｎｍ帯の光信号の配置間隔を２００ＧＨｚ、３００ＧＨｚおよび４０
０ＧＨｚとし、１５５０ｎｍ帯の光信号の配置間隔を３００ＧＨｚ、４００ＧＨｚおよび
５００ＧＨｚとした場合の具体的な信号配置例を示す図である。
【図２１】上記第６実施形態についてＤＷＤＭ対応の光信号を８波増設する場合のシステ
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ム構成例を示す図である。
【図２２】図２１のシステム構成例に対応した信号配置の模式図である。
【図２３】上記第６実施形態についてＤＷＤＭ対応の光信号を上り回線および下り回線で
４波ずつ増設した双方向システムの構成例を示す図である。
【図２４】図２３のシステム構成例に対応した信号配置の模式図である。
【符号の説明】
【００１４】
　１０…光送信端局
　１１１～１１８，１１１１～１１１２４…光送信器（Ｅ／Ｏ）
　１２，１１２，２０２４５，２０２６７，２０２７８…合波器
　２０…光受信端局
　２１，１０２４５，１０２６７，１０２７８，２２１…分波器
　２２１～２２８，２２２１～２２２２４…光受信器（Ｏ／Ｅ）
　３０…伝送路
　１００４～１００７，１００４５，１００６７…増設光送信ユニット
　１０１４～１０１７，１０１４５，１０１６７…可変光減衰器（ＶＯＡ）
　２００４～２００７，２００４５，２００６７…増設光受信ユニット
　２０１４～２０１７，２０１４５，２０１６７…光増幅器
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について添付図面を参照しながら説明する。
なお、全図を通して同一の符号は同一または相当部分を示すものとする。
【００１６】
　図１は、本発明の第１実施形態によるＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【００１７】
　図１において、本実施形態のＣＷＤＭ光伝送システムは、例えば、光送信端局１０と、
その光送信端局１０に伝送路３０を介して接続される光受信端局２０と、を備えて構成さ
れる。
【００１８】
　光送信端局１０は、例えば、ＣＷＤＭに対応した２０ｎｍの波長間隔を有する波長グリ
ッド上に配置される複数（ここでは８波とする）の光信号ＣＨ１～ＣＨ８のうちの光信号
ＣＨ１～ＣＨ４,ＣＨ６～ＣＨ８を発生する光送信器（Ｅ／Ｏ）１１１～１１４,１１６～
１１８と、各光信号ＣＨ１～ＣＨ８に対応した８個の入力ポートおよび１個の出力ポート
を有する合波器１２と、光信号ＣＨ５に代わる増設光としてＤＷＤＭ光を発生する増設光
送信ユニット１００５と、その増設光送信ユニット１００５の出力ポートおよび合波器１
２の光信号ＣＨ５に対応した入力ポートの間に挿入された可変光減衰器（ＶＯＡ）１０１

５と、を有する。
【００１９】
　各光送信器１１１～１１４,１１６～１１８は、従来のＣＷＤＭシステムに用いられる
光送信器と同様のものである。ここでは例えば、光送信器１１１から出力される光信号Ｃ
Ｈ１の波長が１４７０ｎｍ、光送信器１１２から出力される光信号ＣＨ２の波長が１４９
０ｎｍ、光送信器１１３から出力される光信号ＣＨ３の波長が１５１０ｎｍ、光送信器１
１４から出力される光信号ＣＨ４の波長が１５３０ｎｍ、光送信器１１６から出力される
光信号ＣＨ６の波長が１５７０ｎｍ、光送信器１１７から出力される光信号ＣＨ７の波長
が１５９０ｎｍ、光送信器１１８から出力される光信号ＣＨ８の波長が１６１０ｎｍにそ
れぞれ設定されている。なお、本実施形態において増設波長となる光信号ＣＨ５の波長は
１５５０ｎｍに設定される。また、各光送信器１１１～１１４,１１６～１１８から出力
される光信号パワーは、後述するように伝送路３０において非線形効果が発生することな
い所要のレベルとなるように予め調整されている。
【００２０】
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　合波器１２は、各光信号ＣＨ１～ＣＨ８に対応した各入力ポートに与えられえる光信号
を合波し、その合波光を１つの出力ポートを介して伝送路３０に送出するものである。な
お、この合波器１２の通過特性については後述する。
【００２１】
　増設光送信ユニット１００５は、例えば、ＤＷＤＭに対応した０．８ｎｍの波長間隔を
有する波長グリッド上に配置される複数（ここでは、後述するように１６波とする）の光
信号を発生する光送信器（Ｅ／Ｏ）１１１１～１１１１６と、各光送信器１１１１～１１
１１６から出力される光信号に対応した１６個の入力ポートおよび１個の出力ポートを有
する合波器１１２と、を備える。
【００２２】
　各光送信器１１１１～１１１１６は、既存のＤＷＤＭシステムに用いられる光送信器と
同様のものである。各光送信器１１１１～１１１１６から出力される光信号の波長は、後
述するように合波器１２の光信号ＣＨ５に対応した入力ポートの通過帯域内となるように
設定されている。合波器１１２は、各光送信器１１１１～１１１１６から出力される光信
号を合波してＤＷＤＭ光を生成し、そのＤＷＤＭ光を光信号ＣＨ５に代わる増設光として
可変光減衰器１０１５に出力する。
【００２３】
　可変光減衰器１０１５は、入力光に対する減衰量が可変な公知の光減衰器である。この
可変光減衰器１０１５の減衰量は、後で詳しく説明するように、合波器１２から伝送路３
０に送出されるＤＷＤＭ光のトータルパワーが光信号ＣＨ１～ＣＨ４,ＣＨ６～ＣＨ８の
１波長あたりのパワーに略等しくなるように、予め設定されているか、若しくは、ここで
は図示を省略したが外部等から与えられる制御信号に従って制御されている。
【００２４】
　光受信端局２０は、例えば、伝送路３０に接続される１個の入力ポートおよびＣＷＤＭ
対応の波長グリッド上の各光信号ＣＨ１～ＣＨ８に対応した８個の出力ポートを有する分
波器２１と、その分波器２１の光信号ＣＨ１～ＣＨ４,ＣＨ６～ＣＨ８に対応した出力ポ
ートから出力される光信号をそれぞれ受信する光受信器（Ｏ／Ｅ）２２１～２２４,２２

６～２２８と、分波器２１の光信号ＣＨ５に対応した出力ポートに接続される光増幅器２
０１５と、その光増幅器２０１５から出力されるＤＷＤＭ光を受信する増設光受信ユニッ
ト２００５と、を有する。
【００２５】
　分波器２１は、伝送路３０を伝搬して入力ポートに与えられえる波長多重光を、各光信
号ＣＨ１～ＣＨ８に対応した通過帯域に応じて分波し、各々の分波光を対応する出力ポー
トからそれぞれ出力する。なお、この分波器２１の波長に対する通過特性についても後述
する。
【００２６】
　各光受信器２２１～２２４,２２６～２２８は、従来のＣＷＤＭシステムに用いられる
光受信器と同様のものであり、分波器２１の光信号ＣＨ１～ＣＨ４,ＣＨ６～ＣＨ８に対
応した出力ポートから出力される光信号をそれぞれ受信してデータの識別処理等を行う。
【００２７】
　光増幅器２０１５は、分波器２１の光信号ＣＨ５に対応した出力ポートから出力される
ＤＷＤＭ光を、光送信端局１０の可変光減衰器１０１５の減衰量に応じた利得で増幅して
出力する一般的な光増幅器である。なお、この光増幅器２０１５については、自動利得一
定制御（ＡＧＣ）または自動出力一定制御（ＡＬＣ）を行うようにするのが好ましい。
【００２８】
　増設光受信ユニット２００５は、例えば、光増幅器２０１５の出力ポートに接続される
１個の入力ポートおよびＤＷＤＭ対応の波長グリッドに対応した１６個の出力ポートを有
する分波器２２１と、その分波器２２１の各出力ポートから出力される光信号をそれぞれ
受信する光受信器（Ｏ／Ｅ）２２２１～２２２１６と、を有する。分波器２２１は、分波
器２１から出力され入力ポートに与えられえるＤＷＤＭ光を分波し、各々の光信号を対応
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する出力ポートからそれぞれ出力する。各光受信器２２２１～２２２１６は、既存のＤＷ
ＤＭシステムに用いられる光受信器と同様のものであり、分波器２２１の各出力ポートか
ら出力される光信号をそれぞれ受信してデータの識別処理等を行う。
【００２９】
　伝送路３０は、ここでは、一般的な１．３μｍ零分散シングルモードファイバ（ＳＭＦ
）が使用される。
【００３０】
　次に、上記のような構成のＣＷＤＭ光伝送システムにおける光信号の増設について説明
する。
【００３１】
　最初に、本ＣＷＤＭ光伝送システムにおける光信号の波長配置およびＤＷＤＭ対応の光
信号の増設可能数について説明する。
【００３２】
　図２は、一般的なＣＷＤＭ／ＤＷＤＭの信号波長配置の一例を示したものである。図２
に示すように、ＣＷＤＭの信号波長配置は、波長間隔が２０ｎｍと規定され、１４６０～
１５３０ｎｍの波長帯域を示すＳ－バンド、１５３０～１５６５ｎｍの波長帯域を示すＣ
－バンドおよび１５６５～１６２５ｎｍの波長帯域を示すＬ－バンドに亘る広い波長帯域
に複数の光信号が配置される。一般的なＣＷＤＭ対応の波長グリッドでは、１４７０ｎｍ
、１４９０ｎｍ、１５１０ｎｍ、１５３０ｎｍ、１５５０ｎｍ、１５７０ｎｍ、１５９０
ｎｍおよび１６１０ｎｍの各波長に光信号が配置される。このため、本実施形態でも上記
の各波長に対応させて短波長側から順に８波の光信号ＣＨ１～ＣＨ８を設定している。こ
れに対してＤＷＤＭの信号波長配置は、波長間隔が０．８ｎｍ（１００ＧＨｚ）や０．４
ｎｍ（５０ＧＨｚ）などに規定され、Ｃ－バンドまたはＬ－バンドにそれぞれ対応させて
複数の光信号が配置される場合が多く、Ｃ－バンド用またはＬ－バンド用の各種光伝送装
置が実用化されている。
【００３３】
　上記のような一般的なＣＷＤＭ対応の波長配置を適用した光伝送システムについて、既
存のＤＷＤＭシステムに使用される光伝送装置をそのまま利用して光信号の増設を行うこ
とを考えると、増設可能なＤＷＤＭ光の波長数は、ＣＷＤＭ光伝送システムに用いられる
送信側の合波器１２および受信側の分波器２１の通過帯域に応じて決まることになる。す
なわち、例えば図３に示すように、上記合波器１２および分波器２１は、ＣＷＤＭ対応の
各光信号の波長にそれぞれ対応した通過帯域をもち、各々の通過帯域の幅は例えば１３．
０ｎｍ程度である。したがって、ＣＷＤＭに対応した１波の光信号に代えて、当該通過帯
域内に配置することのできるＤＷＤＭに対応した光信号の波長数は、例えば０．８ｎｍの
波長間隔で光信号を配置した場合に最大で１６波（０．８ｎｍ×１６波＝１２．８ｎｍ）
となる。
【００３４】
　具体的に、既存のＤＷＤＭシステムに使用されるＣ－バンド用の光伝送装置を増設に利
用する場合には、ＣＷＤＭに対応した光信号ＣＨ４,ＣＨ５がＣ－バンド内に位置するた
め（図２参照）、これらの波長を増設波長に設定できる。光信号ＣＨ５を増設波長に設定
すれば、その増設波長を含んだ合分波器の通過帯域の全体がＣ－バンド用の光伝送装置の
信号帯域内に存在するので、ＤＷＤＭに対応した光信号を１６波まで増設することが可能
である。光信号ＣＨ４を増設波長に設定すれば、その増設波長を含んだ合分波器の通過帯
域の略半分がＣ－バンド用の光伝送装置の信号帯域内に存在するので、ＤＷＤＭに対応し
た光信号を８波まで増設することが可能である。よって、上記の光信号ＣＨ４,ＣＨ５の
両方を増設波長に設定したときには、最大で２４波の光信号を増設できることになる。
【００３５】
　また、既存のＤＷＤＭシステムに使用されるＬ－バンド用の光伝送装置を増設に利用す
る場合には、ＣＷＤＭに対応した光信号ＣＨ６,ＣＨ７，ＣＨ８がＣ－バンド内に位置す
るため（図２参照）、これらの波長を増設波長に設定できる。光信号ＣＨ７を増設波長に
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設定すれば、その増設波長を含んだ合分波器の通過帯域の全体がＬ－バンド用の光伝送装
置の信号帯域内に存在するので、ＤＷＤＭに対応した光信号を１６波まで増設することが
可能である。光信号ＣＨ６または光信号ＣＨ８を増設波長に設定すれば、その増設波長を
含んだ合分波器の通過帯域の略半分がＬ－バンド用の光伝送装置の信号帯域内に存在する
ので、ＤＷＤＭに対応した光信号を８波まで増設することが可能である。よって、上記の
光信号ＣＨ６,ＣＨ７，ＣＨ８のすべてを増設波長に設定したときには、最大で３２波の
光信号を増設できることになる。もちろん、既存のＣ－バンド用およびＬ－バンド用の各
光伝送装置を組み合わせてもよく、さらに多くの波長の光信号を増設することが可能であ
る。また、ＤＷＤＭに対応した光信号の波長間隔を０．４ｎｍ（５０ＧＨｚ）とすれば、
増設可能な信号数を上記の２倍とすることができる。
【００３６】
　前述の図１に示した第１実施形態の構成では、光信号ＣＨ５に代えてＤＷＤＭに対応し
た光信号が増設されるので、増設光送信ユニット１００５および可変光減衰器１０１５、
並びに、増設光受信ユニット２００５および光増幅器２０１５は、既存のＣ－バンド用光
伝送装置を利用することができ、最大で１６波の増設が可能である。ＣＷＤＭ光伝送シス
テム全体での信号数は、光信号ＣＨ１～ＣＨ４，ＣＨ６～ＣＨ８と増設される１６波のＤ
ＷＤＭ光とで２３波となる。
【００３７】
　ＣＷＤＭに対応した１波の光信号ＣＨ５に代えて、既存のＤＷＤＭシステムに用いられ
る光送信ユニットで生成される１６波の光信号を、従来技術のようにファイバ伝送時のパ
ワーを考慮することなくそのままＣＷＤＭ光伝送システムに与えた場合、１６波のＤＷＤ
Ｍ光のトータルパワーは光信号ＣＨ５のパワーよりも遥かに大きくなるため、伝送路に送
出される光のパワーが非線形効果の発生するレベルを超えてしまう可能性が高い。そこで
、本実施形態では、増設光送信ユニット１００５の出力段に可変光減衰器１０１５を設け
、合波器１２から伝送路３０に送出されるＤＷＤＭ光のトータルパワーが、ＣＷＤＭに対
応した光信号ＣＨ１～ＣＨ４，ＣＨ６～ＣＨ８の１波あたりのパワーに略等しくなるよう
に可変光減衰器１０１５の減衰量が調整される。
【００３８】
　図４は、第１実施形態における送信時の各光信号のパワーの一例を示した図である。図
４では、伝送路３０に送出される各光信号ＣＨ１～ＣＨ４，ＣＨ６～ＣＨ８のパワーが＋
２ｄＢｍ／ｃｈに設定される場合に、増設される１６波のＤＷＤＭ光の１波あたりのパワ
ーが－１０ｄＢｍとなるように可変光減衰器１０１５の減衰量が設定される。この可変光
減衰器１０１５の減衰量は、１０・ｌｏｇ（増設波長数）で求められ、ここでは１０・ｌ
ｏｇ（１６）＝１２ｄＢとなる。これにより、合波器１２から伝送路３０に送出される光
のトータルパワーは、ＣＷＤＭに対応した光信号ＣＨ１～ＣＨ８だけを合波して伝送路３
０に送出している場合と同様のレベルとなるため、伝送路３０を伝搬する光信号に非線形
効果が発生するような状況は回避されるようになる。
【００３９】
　送信時のパワーが低く抑えられた増設光は、伝送路３０を伝搬して光受信端局２０で受
信される時点で、ＣＷＤＭに対応した各光信号ＣＨ１～ＣＨ４，ＣＨ６～ＣＨ８に比べて
パワーが非常に小さくなり、そのままの状態では増設光受信ユニット２００５でデータの
識別処理等を行うことが困難となる。このため、本実施形態では光受信端局２０の分波器
２１の増設波長に対応した出力ポートに光増幅器２０１５を接続し、分波器２１で分波さ
れたＤＷＤＭ光が光増幅器２０１５により送信側の可変光減衰器１０１５での減衰量に応
じた利得で増幅される。これにより、増設光受信ユニット２００５に与えられるＤＷＤＭ
光のトータルパワーは、既存のＤＷＤＭシステムに用いられる光受信ユニットの場合と同
様のレベルに補償されるため、増設光受信ユニット２００５内の各光受信器２２２１～２
２２１６での受信処理が可能になる。
【００４０】
　ここで、本ＣＷＤＭ光伝送システムにおける増設光の伝送特性について具体例を挙げて
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詳しく説明する。
【００４１】
　本ＣＷＤＭ光伝送システムでは、増設光送信ユニット１００５から出力され可変光減衰
器１０１５および合波器１２を介して伝送路３０に送出される最大１６波のＤＷＤＭ光は
、前述の図４に示した一例を想定すると、１波あたりのパワーが－１０ｄＢｍ／ｃｈ、１
６波のトータルパワーが＋２ｄＢｍを有することになる。伝送路３０として、例えば全長
が５０ｋｍ、伝送損失が２０ｄＢのＳＭＦの使用を想定すると、光受信端局２０に到達す
る１６波のＤＷＤＭ光のトータルパワーは－１８ｄＢｍ、１波あたりのパワーは－３０ｄ
Ｂｍ／ｃｈとなる。さらに、分波器２１を通過する際に４ｄＢ程度の損失が発生し、光増
幅器２０１５に入力されるＤＷＤＭ光は、１波あたりのパワーが－３４ｄＢｍ／ｃｈとな
る。
【００４２】
　ここで、光増幅器２０１５の雑音指数（ＮＦ）として５ｄＢを想定すると、光増幅器２
０１５から出力されるＤＷＤＭ光の光信号対雑音比（ＯＳＮＲ）は、次式により算出され
る。
【００４３】
　　ＯＳＮＲ＝（入力パワー）－ＮＦ＋５７．９
　　　　　　＝－３４ｄＢｍ／ｃｈ－５ｄＢ＋５７．９＝１８．９ｄＢ
　ただし、上式の第３項目はＣ－バンドに対応した定数である。このように光増幅器２０
１５から出力されるＤＷＤＭ光に含まれる各波長の光信号は、１９ｄＢ程度のＯＳＮＲが
確保されるため、増設光受信ユニット２００５内の各光受信器２２２１～２２２１６にお
いて充分に受信処理することが可能となる。
【００４４】
　上述したように第１実施形態のＣＷＤＭ光伝送システムによれば、ＤＷＤＭシステムに
用いられる既存の光伝送装置をそのまま利用することで低コストの利点を生かしつつ伝送
時の信号品質の低下を回避して、光信号の増設を行うことができる。これにより、従来の
ＣＷＤＭシステムにおいて伝送可能な最大信号数（８波）を越えた光通信サービスを安価
に提供することが可能になる。
【００４５】
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
【００４６】
　図５は、第２実施形態のＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【００４７】
　図５に示すＣＷＤＭ光伝送システムは、上述した第１実施形態の構成について、光信号
ＣＨ５に加えて光信号ＣＨ７に対応した波長を増設波長に設定し、既存のＤＷＤＭシステ
ムに使用されるＬ－バンド用の光伝送装置も利用して増設可能な信号数を増大させたもの
である。具体的には、光送信端局１０について、第１実施形態で用いていた光送信器１１

７に代えて増設光送信ユニット１００７および可変光減衰器１０１７を設け、増設光送信
ユニット１００７から出力されるＤＷＤＭ光のパワーを可変光減衰器１０１７で調整した
後に合波器１２の光信号ＣＨ７に対応した入力ポートに与えるようにする。また、光受信
端局２０について、第１実施形態で用いていた光送信器２２７に代えて増設光受信ユニッ
ト２００７および光増幅器２０１７を設け、分波器２１の光信号ＣＨ７に対応した出力ポ
ートから出力されるＤＷＤＭ光を光増幅器２０１７で増幅した後に増設光受信ユニット２
００７に与えるようにする。なお、増設光送信ユニット１００７および可変光減衰器１０
１７、並びに、増設光受信ユニット２００７および光増幅器２０１７の各構成については
、増設光送信ユニット１００５および可変光減衰器１０１５、並びに、増設光受信ユニッ
ト２００５および光増幅器２０１５の各構成と基本的に同様であり、各々の信号波長帯域
がＣ－バンド対応からＬ－バンド対応にシフトしたものであるため、ここでの具体的な説
明を省略する。
【００４８】
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　上記のような構成のＣＷＤＭ光伝送システムでは、図６に示す光信号の波長配置にある
ように、Ｌ－バンド内に位置する光信号ＣＨ７が増設波長に設定されることにより、合波
器１２および分波器２１の対応する通過帯域内（図３参照）に、例えば０．８ｎｍの波長
間隔の光信号を最大で１６波配置することができる。このようなＣＷＤＭ対応の光信号Ｃ
Ｈ７に代わるＬ－バンドの１６波のＤＷＤＭ光を、上述した光信号ＣＨ５に対応したＣ－
バンドのＤＷＤＭ光と同様の条件下で伝送した場合、光受信端局２０内の光増幅器２０１

７から出力されるＤＷＤＭ光のＯＳＮＲは、次式により算出される。
【００４９】
　　ＯＳＮＲ＝（入力パワー）－ＮＦ＋５８．３
　　　　　　＝－３４ｄＢｍ／ｃｈ－５ｄＢ＋５８．３＝１９．３ｄＢ
　ただし、上式の第３項目はＬ－バンドに対応した定数である。このように光信号ＣＨ７
に代わるＬ－バンドのＤＷＤＭ光についても１９ｄＢ以上のＯＳＮＲを確保できるため、
増設光受信ユニット２００７における受信処理が充分に可能である。
【００５０】
　したがって、第２実施形態によれば、既存のＤＷＤＭシステムに使用されるＣ－バンド
用およびＬ－バンド用の光伝送装置を利用して最大で３２波の光信号を増設することがで
き、ＣＷＤＭ光伝送システム全体での信号数は、光信号ＣＨ１～ＣＨ４，ＣＨ６，ＣＨ８
と増設される３２波のＤＷＤＭ光とを合わせて３８波まで増大させることが可能になる。
【００５１】
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
【００５２】
　図７は、第３実施形態のＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【００５３】
　図７に示すＣＷＤＭ光伝送システムは、上述した第２実施形態の構成について、光信号
ＣＨ５，ＣＨ７に加えて光信号ＣＨ４，ＣＨ６に対応した波長も増設波長に設定し、既存
のＤＷＤＭシステムに使用されるＣ－バンドおよびＬ－バンド用の光伝送装置を利用して
増設可能な信号数をさらに増大させたものである。
【００５４】
　具体的には、光送信端局１０について、光信号ＣＨ４，ＣＨ５に代わる増設光としての
ＤＷＤＭ光を発生する増設光送信ユニット１００４５と、そのＤＷＤＭ光のトータルパワ
ーを調整する可変光減衰器１０１４５と、その可変光減衰器１０１４５を通過したＤＷＤ
Ｍ光を光信号ＣＨ４に対応する成分および光信号ＣＨ５に対応する成分に分波して合波器
１２の各入力ポートに出力する分波器１０２４５と、が設けられる。また、光信号ＣＨ６
，ＣＨ７に代わる増設光としてのＤＷＤＭ光を発生する増設光送信ユニット１００６７と
、そのＤＷＤＭ光のトータルパワーを調整する可変光減衰器１０１６７と、その可変光減
衰器１０１６７を通過したＤＷＤＭ光を光信号ＣＨ６に対応する成分および光信号ＣＨ７
に対応する成分に分波して合波器１２の各入力ポートに出力する分波器１０２６７と、が
設けられる。
【００５５】
　光受信端局２０については、分波器２１の光信号ＣＨ４，ＣＨ５に対応した各出力ポー
トから出力されるＤＷＤＭ光を合波する合波器２０２４５と、その合波器２０２４５から
出力されるＤＷＤＭ光を増幅する光増幅器２０１４５と、その光増幅器２０１４５から出
力されるＤＷＤＭ光の受信処理を行う増設光受信ユニット２００４５と、が設けられる。
また、分波器２１の光信号ＣＨ６，ＣＨ７に対応した各出力ポートから出力されるＤＷＤ
Ｍ光を合波する合波器２０２６７と、その合波器２０２６７から出力されるＤＷＤＭ光を
増幅する光増幅器２０１６７と、その光増幅器２０１６７から出力されるＤＷＤＭ光の受
信処理を行う増設光受信ユニット２００６７と、が設けられる。
【００５６】
　上記のような構成のＣＷＤＭ光伝送システムでは、図８に示す光信号の波長配置にある
ように、Ｃ－バンド内に位置する光信号ＣＨ４が増設波長に設定されることにより、合波
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器１２および分波器２１の対応する通過帯域内（図３参照）に、例えば０．８ｎｍの波長
間隔の光信号を最大で８波配置することができ、同じＣ－バンド内に位置する光信号ＣＨ
５に対応した通過帯域内に配置可能な最大１６波の光信号と合わせて、Ｃ－バンドについ
て最大で２４波の光信号を含むＤＷＤＭ光を増設することができる。また、これと同様に
して、Ｌ－バンド内に位置する光信号ＣＨ６が増設波長に設定されることにより、合波器
１２および分波器２１の対応する通過帯域内に最大で８波配置することができ、同じＬ－
バンド内に位置する光信号ＣＨ７に対応した通過帯域内に配置可能な最大１６波の光信号
と合わせて、Ｌ－バンドについても最大で２４波の光信号を含むＤＷＤＭ光を増設するこ
とができる。これらの増設光は、第２実施形態の場合と同様に、各光増幅器２０１４５，
２０１６７の出力で１９ｄＢ程度のＯＳＮＲを確保できるため、増設光受信ユニット２０
０７における受信処理が充分に可能である。
【００５７】
　したがって、第３実施形態によれば、既存のＤＷＤＭシステムに使用されるＣ－バンド
用およびＬ－バンド用の光伝送装置を利用して最大で４８波の光信号を増設することがで
き、ＣＷＤＭ光伝送システム全体での信号数は、光信号ＣＨ１～ＣＨ３，ＣＨ８と増設さ
れる４８波のＤＷＤＭ光とを合わせて５２波まで増大させることが可能になる。
【００５８】
　なお、上記の第３実施形態では、Ｌ－バンドの増設波長として光信号ＣＨ６，ＣＨ７の
各波長を設定したが、この組み合わせ以外にも、光信号ＣＨ７，ＣＨ８の組み合わせ若し
くは光信号ＣＨ６，ＣＨ８の組み合わせ、または、光信号ＣＨ６，ＣＨ７，ＣＨ８の組み
合わせが設定可能である。
【００５９】
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。
【００６０】
　上述した第１～第３の実施形態では、伝送路３０として１．３μｍ零分散シングルモー
ドファイバが使用される場合の構成を示した。第４実施形態では、零分散波長を１．５μ
ｍにシフトさせた分散シフトファイバ（ＤＳＦ）を伝送路３０として使用する場合につい
て説明する。
【００６１】
　図９は、第４実施形態のＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【００６２】
　図９に示すように、伝送路３０に分散シフトファイバを用いて波長多重した光信号の伝
送を行う場合、Ｃ－バンドのＤＷＤＭ光については４光波混合（ＦＷＭ）が発生して伝送
品質が低下してしまう可能性がある。このため、既存のＤＷＤＭシステムに用いられる光
伝送装置を利用して低コストに信号光波長の増設を行うための１つの方法としては、Ｌ－
バンド内の光信号ＣＨ６～ＣＨ８を増設波長に設定することが有効である。そこで本実施
形態では、例えば光信号ＣＨ７を増設波長とし、それに対応させて、光送信端局１０内に
増設光送信ユニット１００７および可変光減衰器１０１７を設けると共に、光受信端局２
０内に増設光受信ユニット２００７および光増幅器２０１７を設けるようにする。これら
の増設光送信ユニット１００７および可変光減衰器１０１７、並びに、増設光受信ユニッ
ト２００７および光増幅器２０１７は、上述した第２実施形態に用いられるものと同様で
あり、ＤＷＤＭに対応した光信号の波長間隔を例えば０．８ｎｍとした場合には、図１０
に示す光信号の波長配置にあるように、最大で１６波の光信号を増設することが可能であ
る。このように伝送路３０に分散シフトファイバを用いたＣＷＤＭ光伝送システムについ
ても、増設波長をＬ－バンド内に設定することで上述した第１実施形態の場合と同様の効
果を得ることができる。
【００６３】
　なお、上記の第４実施形態では、Ｌ－バンド内の光信号ＣＨ７が増設波長に設定される
一例を示したが、分散シフトファイバ使用時の増設波長はこれに限らず、例えば図１１の
構成図および図１２の波長配置図に示すように、光信号ＣＨ７，ＣＨ８を増設波長に設定
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することも可能である。もちろん、光信号ＣＨ７に代えて光信号ＣＨ６，ＣＨ８のいずれ
か一方を増設波長に設定しても、また、光信号ＣＨ６～ＣＨ８のいずれか２つ若しくは全
部の組み合わせを増設波長に設定しても構わない。
【００６４】
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。
【００６５】
　第５実施形態では、一芯の１．３μｍＳＭＦを用いて双方向に光信号を伝送するＣＷＤ
Ｍ光伝送システムへの応用例を説明する。
【００６６】
　図１３は、第５実施形態のＣＷＤＭ光伝送システムの構成を示す図である。
【００６７】
　図１３に示す構成では、ＣＷＤＭ対応の波長グリッド上の８波の光信号ＣＨ１～ＣＨ８
のうちの波長番号が奇数の光信号ＣＨ１，ＣＨ３，ＣＨ５，ＣＨ７が上り回線を伝送され
、波長番号が偶数の光信号ＣＨ２，ＣＨ４，ＣＨ６，ＣＨ８が下り回線を伝送されるよう
な双方向のＣＷＤＭ光伝送システムについて、上り回線側の光信号ＣＨ５，ＣＨ７および
下り回線側の光信号ＣＨ６，ＣＨ８がそれぞれ増設波長に設定され、各々の増設波長に対
応させて、上述した各実施形態の場合と同様に増設光送信ユニット１００ｉおよび可変光
減衰器１０１ｉ、並びに、増設光受信ユニット２００ｉおよび光増幅器２０１ｉ（ただし
、ｉ＝４～７）がそれぞれ設けられる。なお、伝送路３０の一端近傍に配置した合分波器
５１は、上り回線側の合波器１２から出力される光信号ＣＨ１，ＣＨ３および光信号ＣＨ
５，ＣＨ７に対応したＤＷＤＭ光を伝送路３０に送ると共に、それとは逆に伝送路３０を
伝搬してきた光信号ＣＨ２，ＣＨ８および光信号ＣＨ４，ＣＨ６に対応したＤＷＤＭ光を
下り回線側の分波器２１’に伝えるものである。また、伝送路３０の他端近傍に配置した
合分波器５２は、下り回線側の合波器１２’から出力される光信号ＣＨ２，ＣＨ８および
光信号ＣＨ４，ＣＨ６に対応したＤＷＤＭ光を伝送路３０に送ると共に、それとは逆に伝
送路３０を伝搬してきた光信号ＣＨ１，ＣＨ３および光信号ＣＨ５，ＣＨ７に対応したＤ
ＷＤＭ光を上り回線側の分波器２１に伝えるものである。
【００６８】
　上記のような構成のＣ双方向ＷＤＭ光伝送システムでは、例えば、増設されるＤＷＤＭ
光の波長間隔を０．８ｎｍとした場合、図１４に示すように、上り回線については、光信
号ＣＨ５に対応したＣ－バンドの１６波と、光信号ＣＨ７に対応したＬ－バンドの１６波
とによって最大で３２波のＤＷＤＭ光を増設することができ、下り回線については、光信
号ＣＨ４に対応したＣ－バンドの８波と、光信号ＣＨ６に対応したＬ－バンドの８波とに
よって最大で１６波のＤＷＤＭ光を増設することが可能になる。
【００６９】
　なお、上記の第５実施形態における下り回線については、光信号ＣＨ８を増設波長に設
定することも可能である。また、ＣＷＤＭに対応した８波の光信号ＣＨ１～ＣＨ８につい
ての上り回線および下り回線に対する割り振りは、上記のような波長番号が奇数が偶数に
よるものに限定されず、任意の規則に従って割り振りを行うことが可能である。
【００７０】
　次に、本発明の第６実施形態について説明する。
【００７１】
　上述した第４実施形態では、零分散波長を１．５μｍにシフトさせた分散シフトファイ
バ（ＤＳＦ）を伝送路３０として使用する場合に、Ｃ－バンドのＤＷＤＭ光に対する４光
波混合（ＦＷＭ）の発生を考慮して、Ｌ－バンド内の光信号ＣＨ６～ＣＨ８を増設波長に
設定する一例を示した。しかし、少数波長の増設（例えば４波までの増設）を行う場合に
は、Ｃ－バンド内での増設であっても光信号を不等間隔に配置することにより、ＦＷＭの
発生周波数でのクロストーク劣化を回避することが可能になる。そこで、第６実施形態で
は、上記のような場合に対応したＣＷＤＭ光伝送システムの具体例について説明する。
【００７２】
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　まず、図１５（Ａ）（Ｂ）に示すように、ＩＴＵ－Ｔ規格で決められたＣ－バンドにお
いて、ＣＷＤＭ対応の光信号ＣＨ４が配置される１５３０ｎｍ±１０ｎｍの帯域内には、
ＤＷＤＭ対応の波長グリッド上の点が１５個存在し（ＣＨ１’～ＣＨ１５’）、ＣＷＤＭ
対応の光信号ＣＨ５が配置される１５５０ｎｍ±１０ｎｍの帯域内には、ＤＷＤＭ対応の
波長グリッド上の点が２５個存在する（ＣＨ１６’～ＣＨ４０’）。しかしながら、ＣＷ
ＤＭ対応の合波器１２および分波器２１の各通過帯域がＣＷＤＭの信号間隔２０ｎｍ、つ
まり±１０ｎｍよりも狭いので、上記ＤＷＤＭ対応の波長グリッド上の全ての点に光信号
を配置することは実用上不可能である。例えば、合波器１２および分波器２１の各通過帯
域が±６．５ｎｍの場合、ＣＷＤＭの光信号ＣＨ４に対応した１５３０ｎｍ帯では、ＣＨ
１’からＣＨ１０’までの１０個のグリッド上にＤＷＤＭの光信号を配置することができ
、その周波数帯域は９００ＧＨｚになる。また、ＣＷＤＭの光信号ＣＨ５に対応した１５
５０ｎｍ帯では、ＣＨ２０’からＣＨ３５’までの１６個のグリッド上にＤＷＤＭの光信
号を配置することができ、その周波数帯域は１５００ＧＨｚになる。
【００７３】
　ここで、上記のような１５３０ｎｍ帯および１５５０ｎｍ帯の周波数帯域について、Ｄ
ＷＤＭの光信号とＦＷＭによるアイドラ光との相対的な関係を検討する。
【００７４】
　一般に、ｆ１，ｆ２，ｆ３の周波数を有する３波の光信号をＷＤＭ伝送する場合、ＦＷ
Ｍによるアイドラ光の発生周波数ポイントは、縮退四光波混合によるものも含めて例えば
図１６に示すようになる。なお、図中のΔｆ１２は、ｆ１とｆ２の間隔を表し、Δｆ２３
，Δｆ１３もこれと同様である。図１６の一例に示すように、周波数ｆ１～ｆ３の各光信
号を不等間隔（ここでは、１００ＧＨｚおよび３００ＧＨｚ間隔）にすることで、各光信
号の周波数とＦＷＭによるアイドラ光の発生周波数とは重ならなくなり、クロストークの
発生によって伝送品質を劣化させることはなくなる。３波の光信号についてのアイドラ光
の発生周波数ポイントは、図１６より９箇所あることが分かる。
【００７５】
　次に、上記のようなＦＷＭによるアイドラ光の発生周波数ポイントについて、４波の光
信号をＷＤＭ伝送する場合に拡張して検討する。図１７はその検討結果を示したものであ
る。図１７において、上側に示した１５３０ｎｍ帯では、前述したようにＤＷＤＭの光信
号を配置可能な周波数帯域が９００ＧＨｚであるので、ｆ１～ｆ４の周波数を有する４波
の光信号の配置間隔を例えば２００ＧＨｚ，３００ＧＨｚおよび４００ＧＨｚとする。具
体的にここでは、前述の図１５（Ａ）に示したＤＷＤＭ対応の光信号ＣＨ１’，ＣＨ３’
，ＣＨ６’およびＣＨ１０’が配置される。この不等間隔の信号配置でのＦＷＭによるア
イドラ光の発生周波数ポイントは、図１７の上側の２段目～５段目に示す通り多数あるが
、各光信号ＣＨ１’，ＣＨ３’，ＣＨ６’およびＣＨ１０’の周波数に重なるポイントは
存在していないことが分かる。また、１５３０ｎｍ帯内で各光信号とＦＷＭによるアイド
ラ光とのクロストークが生じないことに加えて、上記のＦＷＭによるアイドラ光の発生周
波数ポイントが、１５５０ｎｍ帯に配置される光信号の周波数と重ならないことも重要で
ある。
【００７６】
　図１７では、下側に示した１５５０ｎｍ帯についても、４波の光信号の配置間隔を例え
ば２００ＧＨｚ，３００ＧＨｚおよび４００ＧＨｚとする。具体的にここでは、前述の図
１５（Ａ）に示したＤＷＤＭ対応の光信号ＣＨ２３’，ＣＨ２５’，ＣＨ２８’およびＣ
Ｈ３２’が配置される。これら１５５０ｎｍ帯に配置される各光信号の周波数は、１５３
０ｎｍ帯についてのＦＷＭによるアイドラ光の発生周波数ポイントと重なっていないこと
が図１７より分かる。また、１５５０ｎｍ帯についてのＦＷＭによるアイドラ光の発生周
波数ポイントも、１５３０ｎｍ帯の場合と同様に多数あるが、各光信号ＣＨ２３’，ＣＨ
２５’，ＣＨ２８’およびＣＨ３２’の周波数に重なるポイントは存在しておらず、加え
て、１５３０ｎｍ帯の各光信号の周波数ＣＨ１’，ＣＨ３’，ＣＨ６’およびＣＨ１０’
とも重なっていない。
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【００７７】
　図１８は、上記のような１５３０ｎｍ帯および１５５０ｎｍ帯に不等間隔でそれぞれ配
置した各光信号とＦＷＭによるアイドラ光との相対的な関係を整理したものである。この
ように、１５３０ｎｍ帯の光信号に起因したＦＷＭによるアイドラ光のうちの最長波長か
ら１５５０ｎｍ帯の光信号のうちの最短波長までの間隔を示すＦＷＭクロストーク余裕幅
Ｗ４５と、１５５０ｎｍ帯の光信号に起因したＦＷＭによるアイドラ光のうちの最短波長
から１５３０ｎｍ帯の光信号のうちの最長波長までの間隔を示すＦＷＭクロストーク余裕
幅Ｗ５４とが、それぞれ１００ＧＨｚのｎ倍（ｎは整数）、すなわち、波長グリッド間隔
以上となるように設定することが必要である。
【００７８】
　前述の図１７に示したように、１５３０ｎｍ帯の４波の光信号の配置間隔および１５５
０ｎｍ帯の４波の光信号の配置間隔をそれぞれ２００ＧＨｚ、３００ＧＨｚおよび４００
ＧＨｚとした場合には、ＦＷＭクロストーク余裕幅Ｗ４５，Ｗ５４がいずれも４００ＧＨ
ｚとなる。図１９は、１５３０ｎｍ帯および１５５０ｎｍ帯の各々４波の光信号の配置間
隔を２００ＧＨｚ、３００ＧＨｚおよび４００ＧＨｚとした場合における、各光信号の具
体的な配置例を列挙したものである。このように本実施形態において４波の光信号を２０
０ＧＨｚ、３００ＧＨｚおよび４００ＧＨｚの不等間隔で配置するということは、図１９
に示した組み合わせの信号配置を適用することを意味している。
【００７９】
　また、図２０は、１５３０ｎｍ帯の４波の光信号の配置間隔を２００ＧＨｚ、３００Ｇ
Ｈｚおよび４００ＧＨｚとし、１５５０ｎｍ帯の４波の光信号の配置間隔を３００ＧＨｚ
、４００ＧＨｚおよび５００ＧＨｚとした場合について、各光信号とＦＷＭによるアイド
ラ光との相対的な関係を整理したものである。なお、図２０には、上記のような配置間隔
を適用する場合の各光信号の具体的な配置の一例として、１５３０ｎｍ帯に光信号ＣＨ１
’，ＣＨ３’，ＣＨ６’，ＣＨ１０’を配置し、１５５０ｎｍ帯に光信号ＣＨ２３’，Ｃ
Ｈ２６’，ＣＨ３０’，ＣＨ３５’を配置している。このような信号配置においては、Ｆ
ＷＭクロストーク余裕幅Ｗ４５が４００ＧＨｚとなり、ＦＷＭクロストーク余裕幅Ｗ５４
が１００ＧＨｚとなる。
【００８０】
　図２１は、ＤＷＤＭ対応の光信号を８波増設する場合のシステム構成例を示したもので
ある。また、図２２は、図２１のシステム構成例に対応した信号配置の模式図である。Ｃ
ＷＤＭ対応の光信号ＣＨ４，ＣＨ５に代えて増設されるＤＷＤＭ対応の４波＋４波の光信
号は、前述したように不等間隔配置とすることでＦＷＭによるクロストークの発生を回避
しているので、上述した第１～第５実施形態の場合のようにＤＷＤＭ対応の光信号を他の
ＣＷＤＭ対応の光信号に対して減衰させて伝送路３０に送る必要がなくなる。このため、
システムのレベルダイヤに応じて、図２１に示したような光増幅器１０３４，１０３５，
２０３４，２０３５を光送信端局１０若しくは光受信端局２０のいずれか一方または双方
に設け、ＣＷＤＭ対応の光信号レベルに対してＤＷＤＭ対応の増設光信号レベルを同等若
しくは高めるようにしてもよい。
【００８１】
　図２３は、ＤＷＤＭ対応の光信号を上り回線および下り回線でそれぞれ４波ずつ増設す
る場合の双方向システムの構成例を示したものである。また、図２４は、図２３の双方向
システムの構成例に対応した信号配置の模式図である。上り回線には、ＣＷＤＭ対応の光
信号ＣＨ１，ＣＨ２，ＣＨ３と、光信号ＣＨ４に代えて増設されるＤＷＤＭ対応の４波の
光信号とが割り当てられる。また、下り回線には、ＣＷＤＭ対応の光信号ＣＨ６，ＣＨ７
，ＣＨ８と、光信号ＣＨ５に代えて増設されるＤＷＤＭ対応の４波の光信号とが割り当て
られる。
【００８２】
　上記の図２１や図２３に示した各構成においては、１５３０ｎｍ帯および１５５０ｎｍ
帯にＤＷＤＭ対応の光信号が増設されるため、ＤＷＤＭ用の光送信器１１１１～１１１４
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として、半導体外部変調器付ＤＦＢ－ＬＤ（ＥＡ変調器付ＤＦＢレーザ）を適用すること
ができる。半導体外部変調器付ＤＦＢ－ＬＤを用いた光送信器は、ＬＮ型の外部変調器を
用いた光送信器に比べて、低価格で、小型になるという利点がある。
【００８３】
　また、上記のような波長配置では、増設されるＤＷＤＭ対応の各光信号の波長間隔が少
なくとも２００ＧＨｚあるので、光送信器の波長安定化制御に一般に使用される波長ロッ
カーなどを設けることが不要になる。このため、より低価格で小型の光送信器を用いてシ
ステムを構成することが可能になる。
【００８４】
　なお、上記の第６実施形態では、不等間隔の波長配置を適用した光信号がＤＳＦを用い
た伝送路３０に送出される場合を説明したが、上記のような波長配置の光信号は、ＤＳＦ
のみならず、ＳＭＦを用いた伝送路にもそのまま送出することが可能である。つまり、第
６実施形態の構成は、３波若しくは４波程度の少数波長の増設に対応したシステムとして
、ファイバ伝送路の種類に依存しないという効果も合わせもつことになる。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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